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(57)【要約】
　例えばタイル（１５０）の基板である別基板上の発光
素子（１４０）の位置に対応する選択位置で支持フィル
ム（１１０）に光学素子（１３０）が貼り付けられる。
該フィルムは、発光素子を含んだ基板上に、光学素子が
対応する発光素子と接触するように配置される。光学素
子が発光素子にラミネートされ、支持フィルムが除去さ
れる。光学素子は、波長変換素子、レンズ素子、複数素
子の組合せなどを含み得る。例えば伝導体及び反射体な
どのその他の素子もラミネートフィルム上に配置され得
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持フィルムを用意する工程と、
　少なくとも複数の光学素子を形成するよう、パターンに従って前記支持フィルムの表面
に１つ以上の層を付加する工程であり、該パターンは、前記支持フィルムの前記表面に垂
直な少なくとも１つの層の高さに変化を生じさせ、該パターンは別個の基板上の複数の発
光デバイスの配置に対応する、工程と
　を有する方法。
【請求項２】
　前記光学素子は波長変換素子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上の層は導電性要素の層を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ以上の層は、熱伝導を高める材料を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上の層は反射性材料の層を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　各光学素子は複数の蛍光体素子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の光学素子を前記複数の発光デバイスに貼り付ける工程、を含む請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　前記貼り付ける工程は真空ラミネーションプロセスを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の発光デバイスに貼り付けられた前記複数の光学素子を残して前記支持フィル
ムを除去する工程、を含む請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　支持フィルムと、
　前記支持フィルム上の１つ以上のラミネート層であり、該ラミネート層のうちの少なく
とも１つの層が、別個の基板上の複数の発光デバイスの位置に対応するパターンに従って
前記支持フィルム上に配置された複数の光学素子を含み、該パターンは、前記支持フィル
ムの表面に垂直な前記少なくとも１つの層の高さに変化を生じさせる、ラミネート層と
　を有する、
　ラミネートフィルム。
【請求項１１】
　前記支持フィルムの反対側で前記複数の光学素子を覆うカバーフィルム層、を含む請求
項１０に記載のラミネートフィルム。
【請求項１２】
　前記光学素子は波長変換素子を含む、請求項１０に記載のラミネートフィルム。
【請求項１３】
　前記光学素子は蛍光体－ガラス素子を含む、請求項１０に記載のラミネートフィルム。
【請求項１４】
　前記光学素子の各々は複数の蛍光体素子を含む、請求項１０に記載のラミネートフィル
ム。
【請求項１５】
　前記ラミネート層のうちの少なくとも１つは伝導要素の層を含み、該伝導要素は電気伝
導要素又は熱伝導要素のうちの少なくとも一方を含む、請求項１０に記載のラミネートフ
ィルム。
【請求項１６】
　前記ラミネート層のうちの少なくとも１つは反射性材料の層を含む、請求項１０に記載
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のラミネートフィルム。
【請求項１７】
　複数の発光デバイスを含むタイル；及び
　ラミネートフィルムであり、
　　支持フィルムと、
　　前記タイル上で前記複数の発光デバイスの位置に対応する位置で前記支持フィルムの
表面に配置された複数の光学素子であり、前記支持フィルムの前記表面に垂直な方向に平
坦でないプロファイルを形成する光学素子と、
　を含むラミネートフィルム；
　を有するラミネート構造。
【請求項１８】
　前記光学素子は波長変換素子を含む、請求項１７に記載のラミネート構造。
【請求項１９】
　前記光学素子の各々は複数の蛍光体素子を含む、請求項１７に記載のラミネート構造。
【請求項２０】
　前記ラミネートフィルムは、電気伝導層、熱伝導層、反射層及びカバー層のうちの少な
くとも１つを含む、請求項１７に記載のラミネート構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光デバイスの分野に関し、特に、パターン形成されたラミネーションシー
ト及び対応する構造、並びにそのようなシートによって形成されるデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここに援用する２００９年７月９日に発行された“事前に製造された波長変換素子を備
えた半導体発光デバイス（SEMICONDUCTOR　LIGHT　EMITTING　DEVICE　WITH　PRE-FABRIC
ATED　WAVELENGTH　CONVERSION　ELEMENT）”なるタイトルのMartin等の特許文献１は、
別個に製造される波長変換素子を備えた半導体発光デバイスを開示している。例えば蛍光
体及びガラスからなる波長変換素子が、発光デバイスに接合される個々の波長変換素子へ
と分離されるシートにて製造される。その波長変換素子は、それらの波長変換特性に従っ
てグループ分けされて保管され得る。その波長変換素子は、主の光と補助的な光との所望
の混合物を生成するよう、半導体発光デバイスと選択的にマッチングされ得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０１７３９６０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　波長変換素子、又は下に位置する発光構造に付加されるその他の素子、を備えた発光デ
バイスを製造するために使用されるプロセスを単純化すること、又はそのようなプロセス
に付随するコストを低減することが有利となり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　別の基板上の発光素子の位置に対応する選択位置で支持フィルムに光学素子が貼り付け
られる。該フィルムは、発光素子を含んだ基板上に、光学素子が対応する発光素子と接触
するように配置される。光学素子が発光素子にラミネートされ、支持フィルムが除去され
得る。光学素子は、波長変換素子、レンズ素子、複数素子の組合せなどを含み得る。例え
ば金属導体などのその他の素子もラミネートフィルム上に配置され得る。
【図面の簡単な説明】
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【０００６】
　以下の図を含む添付図面を参照して、例として、本発明を更に詳細に説明する。
【図１Ａ】光学素子と発光デバイスとのラミネート構成の一形成例を示す図である。
【図１Ｂ】光学素子と発光デバイスとのラミネート構成の一形成例を示す図である。
【図１Ｃ】光学素子と発光デバイスとのラミネート構成の一形成例を示す図である。
【図１Ｄ】光学素子と発光デバイスとのラミネート構成の一形成例を示す図である。
【図１Ｅ】光学素子と発光デバイスとのラミネート構成の一形成例を示す図である。
【図２Ａ】パターン形成された光学素子の例を示す図である。
【図２Ｂ】パターン形成された光学素子の例を示す図である。
【図２Ｃ】パターン形成された光学素子の例を示す図である。
【図３Ａ】多層光学素子の一例を示す図である。
【図３Ｂ】多層光学素子の一例を示す図である。
【図４】光学素子と発光デバイスとのラミネート構成を形成するためのフロー図の一例を
示す図である。　図面全体を通して、同じ参照符号は同様あるいは対応する機構又は機能
を指し示す。図面は例示目的で含められたものであり、本発明の範囲を限定することを意
図したものではない。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下の記載においては、本発明の概念の完全なる理解を提供するため、限定ではなく説
明の目的で、例えば特定のアーキテクチャ、インタフェース、技術などの具体的詳細事項
が説明される。しかしながら、当業者に明らかになるように、本発明は、これらの具体的
詳細事項を逸脱した他の実施形態でも実施され得るものである。同様に、この記載のテキ
ストは、図に例示される実施形態例に向けられたものであり、請求項中に明示的に含まれ
る限定以上に請求項に係る発明を限定することを意図したものではない。単純化及び明瞭
化のため、不必要な詳細事項によって本発明の説明を不明瞭にしないよう、周知のデバイ
ス、回路及び方法の詳細な説明は省略する。
【０００８】
　先述の特許文献１は、この場合には波長変換素子（例えば、蛍光体）である光学素子を
発光素子に付加するための少なくとも２つの技術を開示している。第１の技術においては
、蛍光体材料のシートが、複数の発光素子を含んだ基板上に配置された後、蛍光体材料を
発光素子に貼り付けるよう処理される。この技術を用いると、基板全体が蛍光体材料によ
って覆われる。第２の技術においては、蛍光体材料のシートが個々の素子へと切断され、
それら個々の素子が発光素子の発光部に貼り付けられ、それにより、使用される蛍光体の
量が節減される。各蛍光体素子を各発光素子上に配置するために、ピックアンドプレース
プロセスが使用され得る。
【０００９】
　図１Ａ－１Ｅは、一例に係るラミネート構造１９０の形成を示している。図１Ａはラミ
ネートフィルム１００の断面図を例示し、図１Ｂはラミネートフィルム１００の平面図を
例示し、図１Ｃは、発光デバイス群が個々の発光デバイス１６０へとスライス／ダイシン
グあるいはその他の方法で個片化される前の、発光デバイスを敷き詰めたもの（タイル）
１５０の一例を示している。本出願での用語の用法として、‘タイル’は単に、基板上の
複数のデバイスであり、タイルは、デバイスが上に形成された半導体ウェハ、デバイスが
内部に配置される容器を備えたフレーム、又はデバイスが上に位置する何らかのその他の
基板とし得る。
【００１０】
　この例のラミネートフィルム１００は、支持フィルム１１０の選択された位置に配置さ
れた複数の光学素子１３０を含んでおり、支持フィルムの表面に垂直な高さすなわちプロ
ファイルの変化を作り出している。上記位置は、ラミネートフィルム１００が反転されて
発光デバイス１６０のタイル１５０上に配置されるときに光学素子１３０が発光デバイス
１６０の特定の機構１４０上に位置することになるように選択される。例えば、光学素子
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１３０が例えば蛍光体などの波長変換材料を含む場合、光学素子１３０は、タイル１５０
上で発光デバイス１６０の発光素子に対応することになる位置で支持フィルム１１０上に
置かれ得る。
【００１１】
　図１Ｄに示されるようにラミネートフィルム１００が反転されてタイル１５０上に配置
されるとき、熱・真空ラミネート（積層）プロセスを用いて光学素子１３０をそれらに対
応する機構１４０に貼り付けることができ、それにより、図１Ｅに示されるようなラミネ
ート構造が形成され得る。すなわち、ラミネートフィルム１００は、真空を用いてタイル
１５０上に引き下ろされ、そして、光学素子１３０が発光デバイス１６０の対応する機構
１４０と接合するように加熱される。その後、支持フィルム１１０が除去され、光学素子
１３０を備えた発光デバイス１６０の後続処理が実行され得る。
【００１２】
　一実施形態例において、支持フィルム１１０は、光学素子１３０に対して比較的低い粘
着力を有するエチレンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦＥ）フィルムとし得る。光学素子
１３０は、より高い粘着力を発光デバイス１６０の機構１４０に対して有するガラス又は
エポキシの素子とし得る。ここに援用する２０１０年８月２０日に出願された同時係属中
の米国特許出願第１２／３７５２９６号（Grigoriy　Basin，Kinya　Kodama，Kazutoshi
　Iwata、“ＬＥＤ用ラミネーションプロセス（LAMINATION　PROCESS　FOR　LEDS）”、
整理番号PH015255US1）は、例えばシリコーンのバインダ内の蛍光体粉末の層を、サブマ
ウントウェハ上のＬＥＤダイのアレイ上にラミネートする方法を開示している。この層は
ＬＥＤダイ上に取り付けられ、この構造が真空内で加熱される。この層がＬＥＤダイの頂
部に接着するよう、支持フィルムに下向きの圧力が加えられる。その後、この構造は大気
に晒され、支持フィルムが除去される。第２のラミネート工程において、上記層とウェハ
との間の残存空気を除去するため、この構造は真空内で更に高い温度まで加熱される。
【００１３】
　光学素子１３０は、多様な技術のうちの何れかを用いて、支持フィルム１１０上に形成
あるいは配置され得る。支持フィルム上に光学素子１３０をスタンピングあるいは印刷す
るよう、型押しプロセス又はスクリーン印刷が用いられてもよいし、支持フィルム上に光
学素子１３０を形成するために、フォトリソグラフィプロセスが用いられてもよいし、支
持フィルム上に光学素子１３０を配置するためにピックアンドプレースプロセスが用いら
れてもよいし、あるいは、これらの技術と技術的に知られたその他の技術との組合せが用
いられてもよい。型押し又はその他の‘鋳造（キャスティング）’技術を用いて、光学素
子１３０内に所望のパターンが作り出されてもよい。使用されるプロセス及び材料に応じ
て、光学素子１３０上に直接的にパターンが形成されてもよいし、支持フィルム１１０が
、その後に光学素子１３０が身に付けるパターンを含んでいてもよい。
【００１４】
　得られたラミネートフィルム１００が、将来的なタイル１５０へのラミネーションに備
えて保管される場合、光学素子１３０への汚染又はダメージを避けるために、光学素子１
３０上に、支持フィルム１１０とは反対側で、取り外し可能なカバーフィルムが配置され
得る。これに関連し、用語‘支持フィルム’及び‘カバーフィルム’は等価であるように
解釈されてもよい。例えば、素子１３０が上に形成された元々のフィルムと素子１３０を
覆う別のフィルムとの間に素子１３０が挟み込まれる場合、素子１３０を露出させるため
のどちらのフィルムが除去されるかは重要でなく、残った方のフィルムがその後に支持フ
ィルムとなる。
【００１５】
　ラミネートフィルム１００は単一種類の光学素子１３０に限定されない。光学素子１３
０は複数の素子及び構造を有していてもよい。例えば、レンズ素子がラミネートフィルム
上に形成された後に、レンズ上の蛍光体素子、及び蛍光体素子の周りの反射体が形成され
てもよい。同様に、ラミネートフィルム１００には、１つ以上の導電性のラミネーション
層として回路配線が形成されてもよい。同様に、デバイスや例えば蛍光体波長変換層など
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のその他の層の内部で生成される熱の伝達又は放散を促進するために、ラミネートフィル
ムに１つ以上の熱伝導性のラミネーション層が形成されてもよい。隣接する層と同様の光
学特性を有するように熱伝導層を選定してもよいし、あるいは、‘既存’の層内に熱伝導
材料を埋め込んで、その層がその主機能とともに伝熱機能を果たすようにしてもよい。例
えば、シリコーン／蛍光体ポリマーが波長変換に使用される場合、より良好な熱伝導を実
現するよう、該ポリマーにシリカが添加され得る。何故なら、シリカはシリコーンと同等
の屈折率を有しており、シリカの添加はデバイスの光学的な品質を低下させにくいからで
ある。
【００１６】
　図２Ａ－２Ｃは、光学素子の例１３０Ａ－１３０Ｃの平面図を示している。図２Ａにお
いて、一例に係る光学素子１３０Ａは、多くの場合には例えばコリメーション、偏光、分
散などの特定の光学パターン又は光学特性を形成するように、パターン形成２１０されて
いる。このパターン形成２１０は、パターンを有するように光学素子１３０Ａの表面を形
成することによって生成され、例えば、パターン形成されたラミネートフィルム１００を
用いてラミネーションプロセス中に光学材料２３０にパターンを転写することによって生
成される。他の例では、パターン２１０は、支持フィルムに例えば金属などの第２の材料
を所望のパターンで設け、その後、この材料を光学材料２３０で覆うことによって形成さ
れ得る。パターン形成された表面を作り出すその他の技術も技術的によく知られている。
【００１７】
　図２Ｂ及び２Ｃにおいては、異なる陰影によって示されるように、異なる種類の材料が
光学素子１３０Ｂ及び１３０Ｃを形成している。図２Ｂにおいて、例えば２つの異なる蛍
光体などの２つの異なる材料２５０、２５５が交互パターンにて配列されている。このよ
うな組合せは、例えば、元々の放出光を２つの他の波長の光に変換することによって、よ
り広いスペクトルの出力光が所望されるときに使用され得る。この概念は、任意の数の組
合せを含むように拡張されることができ、４つの蛍光体２６０、２６２、２６４、２６６
の組合せが図２Ｃに例示されている。
【００１８】
　図３Ａ－３Ｂは、蛍光体３３０と反射体（リフレクタ）３２０とを含む光学素子３５０
の平面図及び切断断面図を例示している。反射体３２０は、発光デバイス３４０内の発光
素子からの光が蛍光体層３３０に入射することを可能にする開口３２５を含んでいる。蛍
光体層３３０より小さいように図示されているが、反射体３２０は蛍光体層３３０の外側
まで延在していてもよい。
【００１９】
　図４は、光学素子と発光デバイスとを有するラミネート構造の形成のためのフロー図の
一例を示している。
【００２０】
　ステップ４１０にて、支持フィルムが用意される。上述のように、支持フィルムは、低
い粘着力を有するエチレンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦＥ）フィルムとし得る。この
フィルム上に、ステップ４２０にて、選択位置にディスクリート光学素子が配置あるいは
形成される。これらの位置は、例えば各発光デバイス内の発光素子の位置などの、別個の
基板上の発光デバイスの機構の位置に対応するように選択される。やはり上述したように
、これらの光学素子は、支持フィルム上に型押し、あるいは印刷されてもよいし、フォト
リソグラフィ技術を用いて形成されてもよい。光学素子は、ラミネートフィルムを形成す
るように支持フィルム上で後に硬化される、あるいは部分的に硬化されるエポキシ又はガ
ラススラリー内の蛍光体を含んでいてもよい。ステップ４３０にて、ディスクリート光学
素子の更なるパーツとし得るその他の素子もラミネートフィルムに付加され得る。
【００２１】
　必要に応じて、ステップ４４０にて、保護カバーフィルムが、支持フィルムの反対側で
ラミネートフィルムに付加され得る。このカバーフィルムも、低い粘着力を有するＥＴＦ
Ｅフィルムとし得る。
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【００２２】
　ステップ４５０にて、発光デバイスのタイルが用意され、ステップ４５５にて、存在す
る場合に保護カバーが除去され得る。保護カバーフィルムが付加されている場合、光学素
子の具体的な構造に応じて、元々のフィルム又はこのカバーフィルムの何れがその後に支
持フィルムと見なされてもよく、他方のフィルムが除去された後に残存するフィルムが支
持フィルムとなる。
【００２３】
　ステップ４６０にて、光学素子が発光デバイスの対応する機構と接触するように、ラミ
ネートフィルムがタイル上に配置される。そして、ステップ４７０にて、ラミネートフィ
ルムが発光デバイスにラミネートされる。ラミネーションは、上述のように真空加熱プロ
セスを用いて実行されてもよいし、あるいは、何らかの代替的なラミネーション技術が用
いられてもよい。得られたラミネート構造はその後の処理に備えて保管されることができ
、支持フィルムがこの構造体の保護カバーを形成する。
【００２４】
　ステップ４８０にて、支持フィルムが除去され、ステップ４９０にて、例えば試験、封
止、個片化などの残りのプロセスが実行され得る。
【００２５】
　図面及び以上の説明にて本発明を詳細に図示して説明したが、これらの図示及び説明は
、限定的なものではなく、例示的あるいは典型的なものと見なされるべきであり、本発明
は開示の実施形態に限定されるものではない。例えば、パターン形成された層のうちの少
なくとも１つが支持フィルムに対するその層の高さ変化をもたらしながら実質的に均一厚
さのラミネートフィルムを実現するように、１つの層のプロファイルの変化がその他の層
によって補償される一実施形態にて本発明を作用させることが可能である。
【００２６】
　図面、本明細書及び特許請求の範囲の検討から、請求項に係る発明を実施する当業者に
よって、開示の実施形態へのその他の変形が理解・実現され得る。請求項において、用語
“有する”はその他の要素又はステップを排除するものではなく、不定冠詞“ａ”又は“
ａｎ”は複数であることを排除するものではない。単一のプロセッサ又はその他のユニッ
トが、請求項に記載された複数の品目の機能を果たしてもよい。特定の複数の手段が互い
に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、それらの手段の組合せが有利
に使用され得ないことを指し示すものではない。請求項内の如何なる参照符号も、その範
囲を限定するものとして解されるべきでない。
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】

【図２Ａ】 【図２Ｂ】



(9) JP 2013-541220 A 2013.11.7

【図２Ｃ】 【図３Ａ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月1日(2013.5.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持フィルムを用意する工程と、
　少なくとも複数の光学素子を形成するよう、パターンに従って前記支持フィルムの表面
に１つ以上の層を付加する工程であり、該パターンは、前記支持フィルムの前記表面に垂
直な少なくとも１つの層の高さに変化を生じさせ、該パターンは別個の基板上の複数の発
光デバイスの配置に対応する、工程と、
　真空ラミネーションにより、前記複数の光学素子を前記複数の発光デバイスに貼り付け
る工程と
　を有する方法。
【請求項２】
　前記光学素子は波長変換素子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上の層は導電性要素の層を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ以上の層は、熱伝導を高める材料を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上の層は反射性材料の層を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　各光学素子は複数の蛍光体素子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の発光デバイスに貼り付けられた前記複数の光学素子を残して前記支持フィル
ムを除去する工程、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　フレキシブルな支持フィルムと、
　前記支持フィルム上の１つ以上のラミネート層であり、該ラミネート層のうちの少なく
とも１つの層が、別個の基板上の複数の発光デバイスの位置に対応するパターンに従って
前記支持フィルム上に配置された複数の光学素子を含み、該パターンは、前記支持フィル
ムの表面に垂直な前記少なくとも１つの層の高さに変化を生じさせる、ラミネート層と
　を有する、
　ラミネートフィルム。
【請求項９】
　前記支持フィルムの反対側で前記複数の光学素子を覆うカバーフィルム層、を含む請求
項８に記載のラミネートフィルム。
【請求項１０】
　前記光学素子は波長変換素子を含む、請求項８に記載のラミネートフィルム。
【請求項１１】
　前記光学素子は蛍光体－ガラス素子を含む、請求項８に記載のラミネートフィルム。
【請求項１２】
　前記光学素子の各々は複数の蛍光体素子を含む、請求項８に記載のラミネートフィルム
。
【請求項１３】
　前記ラミネート層のうちの少なくとも１つは伝導要素の層を含み、該伝導要素は電気伝
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導要素又は熱伝導要素のうちの少なくとも一方を含む、請求項８に記載のラミネートフィ
ルム。
【請求項１４】
　前記ラミネート層のうちの少なくとも１つは反射性材料の層を含む、請求項８に記載の
ラミネートフィルム。
【請求項１５】
　複数の発光デバイスを含むタイル；及び
　ラミネートフィルムであり、
　　フレキシブル支持フィルムと、
　　前記タイル上で前記複数の発光デバイスの位置に対応する位置で前記フレキシブル支
持フィルムの表面に配置された複数の光学素子であり、前記フレキシブル支持フィルムの
前記表面に垂直な方向に平坦でないプロファイルを形成する光学素子と、
　を含むラミネートフィルム；
　を有するラミネート構造。
【請求項１６】
　前記光学素子は波長変換素子を含む、請求項１５に記載のラミネート構造。
【請求項１７】
　前記光学素子の各々は複数の蛍光体素子を含む、請求項１５に記載のラミネート構造。
【請求項１８】
　前記ラミネートフィルムは、電気伝導層、熱伝導層、反射層及びカバー層のうちの少な
くとも１つを含む、請求項１５に記載のラミネート構造。
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